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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等
　

回次
第38期
第３四半期
連結累計期間

第39期
第３四半期
連結累計期間

第38期
第３四半期
連結会計期間

第39期
第３四半期
連結会計期間

第38期

会計期間

自  平成22年
    １月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成23年
    １月１日
至  平成23年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成23年
    ７月１日
至  平成23年
    ９月30日

自  平成22年
    １月１日
至  平成22年
    12月31日

売上高 (千円) 10,243,4668,571,1503,345,2933,030,26913,746,563

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △194,206△285,198 18,733 12,699△125,652

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △675,645△462,734 18,140 7,140△672,818

純資産額 (千円) ― ― 4,408,4853,792,7454,376,776

総資産額 (千円) ― ― 8,545,1487,907,5098,715,454

１株当たり純資産額 (円) ― ― 433.99 377.17 430.52

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期(当期)純損失金額
（△）

(円) △67.26 △46.07 1.81 0.71 △66.98

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ― ― 51.0 47.9 49.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 92,862△142,781 ― ― 380,407

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 188,948 20,415 ― ― 195,206

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △594,335△152,492 ― ― △571,511

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 277,361318,454593,545

従業員数 (名) ― ― 304 268 303

(注)  １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高に消費税等は含まれておりません。

３．第38期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４．第38期第３四半期連結会計期間及び第39期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．第38期及び第39期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、１株当たり四半期(当期)純損失であり、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成23年９月30日現在

従業員数(名) 268〔994〕

（注）従業員は就業人員であり、臨時従業員数は〔  〕内に当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員（８時間×20日

を１名として換算）を外数で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成23年９月30日現在

従業員数(名) 244〔913〕

（注）従業員は就業人員であり、臨時従業員数は〔  〕内に当第３四半期会計期間の平均雇用人員（８時間×20日を１

名として換算）を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】
当社グループは、飲食事業の単一セグメントであるため、営業形態別及び所在地別に記載しております。

(1) 生産実績と受注状況
当社グループは、店舗に来店した顧客の注文に基づき飲食物を提供する飲食事業を営んでいるため、生産実績と受

注状況は記載しておりません。
　

(2) 販売実績

①営業形態別販売実績

営業形態

当第３四半期連結会計期間
(自  平成23年７月１日
  至  平成23年９月30日) 前年同四半期比(％)

売上高(千円)
(店舗数)

ラ・ボエム
(イタリア料理)

901,896
(23)

△4.9

ゼスト
(メキシコアメリカ料理)

288,528
(7)

△11.3

モンスーンカフェ
(アジア料理)

766,612
(13)

△7.0

権八
(和食)

593,351
(9)

△13.1

ディナーレストラン
(国際折衷料理)

176,858
(5)

△12.7

フードコロシアム
(フードコート)

200,908
(3)

△18.9

その他
102,113
(3)

△10.7

合計
3,030,269

(63)
△9.4

(注) １  上記金額に消費税は含まれておりません。
２  その他に含まれるバンケット部門及びデザート製造部門は店舗数に数えておりません。
３  上記店舗数は、当四半期末現在の店舗数であります。

　

②所在地別販売実績

所在地

当第３四半期連結会計期間
(自  平成23年７月１日
  至  平成23年９月30日) 前年同四半期比(％)

売上高(千円)
(店舗数)

日本 　 　

東京都
2,137,721

(47)
△8.5

神奈川県
228,052
(4)

△8.5

千葉県
235,092
(2)

△3.4

大阪府
91,759
(2)

△9.6

栃木県
79,977
(1)

△21.7

福岡県
56,388
(2)

△25.3

沖縄県
71,608
(1)

△18.5

国内小計
2,900,599

(59)
△9.2

米国
129,669
(4)

△15.1

海外小計
129,669
(4)

△13.7

合計
3,030,269

(63)
△9.4
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(注) １  上記金額に消費税等は含まれておりません。

２  東京都に含まれるバンケット部門及びデザート製造部門は店舗数に数えておりません。
３  上記店舗数は、当四半期末現在の店舗数であります。

　

２ 【事業等のリスク】

 (継続企業の前提に関する重要事象等)

  当社は、前連結会計年度末(平成22年12月31日)および第２四半期連結累計期間末(平成23年６月30日)に

おいて、金融機関からの一部借入契約に規定された財務制限条項の一部である「借入人の中間決算又は年

度末決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益を２期連続して損失とならないようにするこ

と」という条項に抵触しておりますが、貸付人の金融機関より、期限の利益喪失の権利行使をしない旨、同

意を得ております。

  また当社は、東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年３月11日以降、売上高が昨年比で著しく減少して

おり、これにより当第３四半期連結累計期間において営業損失２億66百万円、経常損失２億85百万円及び四

半期純損失４億62百万円の計上となり、当社の資金繰りが悪化しております。これにより、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

  当社といたしましては、売上高の著しい減少は震災およびその後の原発不安の影響による一時的なもの

であると認識しており、現在、売上高は回復基調にあります。しかしながら、今後運転資金のニーズが発生し

た場合には当社の代表取締役であります長谷川耕造からの資金借入を計画しており、また、不測の事態が発

生した場合には当社所有の固定資産売却等も選択肢の一つとして検討しております。

  従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

 

上記以外に、当第３四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリス

クについての重要な変更はありません。

  なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したも

のであります。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東北地方太平洋沖地震の影響により不安定な状態と

なっていた国民生活および経済活動が持ち直してはいるものの、電力供給の制約や原子力災害など懸念材

料が依然として存在する状態で推移しました。

  外食業界におきましても、消費者マインドに低水準ながら持ち直しの動きが見られるものの、依然とし

て、雇用・所得環境の悪化などの不安材料は多く、厳しい状況が続いております。 

こうしたなか、当社グループは、厳しい経営環境下においても持続的な収益成長を可能とする事業基盤の

確立を目指し、当社グループの成長を支える優秀な人材の登用と育成、価格やメニューの見直し・改善、費

用の適正化に重点を置き、既存店の業績向上に取り組んでまいりましたが、国内既存店における来客数の減

少や、海外子会社の業績不振により、当第３四半期連結会計期間における売上高は、30億30百万円（前年同

期比9.4％減）となりました。

  当第３四半期連結会計期間末の総店舗数は63店舗であります。

  損益につきましては、営業利益22百万円（前年同期比24.7%減）、経常利益12百万円（前年同期比32.2%

減）となりました。また、四半期純利益は７百万円（前年同期比60.6%減）となりました。 

報告セグメントについては、当社グループはレストラン経営を主とする飲食事業という単一セグメント

でありますので、記載を省略しております。

売上高をコンセプト（営業形態）別にみると、「ラ・ボエム」は９億１百万円（前年同期比4.9％減）、

「ゼスト」は２億88百万円（同11.3％減）、「モンスーンカフェ」は７億66百万円（同7.0％減）、「権

八」は５億93百万円（同13.1％減）、「ディナーレストラン」は１億76百万円（同12.7％減）、「フードコ

ロシアム」は２億円（同18.9％減）、「その他」は１億２百万円（同10.7％減）となりました。既存店売上

高につきましては、前年同期比8.9％の減収となりました。  

なお、前年同期比につきましては、参考として記載しております。
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(2)財政状態の分析

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して８億７百万円減少し、79億７百万

円となりました。

  流動資産は前連結会計年度末と比較して４億83百万円減少し、９億30百万円となりました。主な変動要因

は、現金及び預金が２億75百万円、受取手形及び売掛金が91百万円、原材料及び貯蔵品が42百万円それぞれ

減少したことに加え、当期の業績見通しを踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、繰延

税金資産44百万円を取り崩したことによるものであります。

  固定資産は前連結会計年度末と比較して３億24百万円減少し、69億76百万円となりました。主な変動要因

は、建物及び構築物が１億59百万円、工具、器具及び備品が40百万円、差入保証金が44百万円それぞれ減少し

たことによるものであります。

  流動負債は前連結会計年度末と比較して６億６百万円減少し、21億23百万円となりました。主な変動要因

は、１年内返済予定の長期借入金が２億20百万円、支払手形及び買掛金が１億20百万円、未払費用が１億12

百万円それぞれ減少したことによるものであります。

  固定負債は前連結会計年度末と比較して３億82百万円増加し、19億91百万円となりました。主な変動要因

は、資産除去債務を２億48百万円計上したことや、社債が６億90百万円増加した一方で、長期借入金が５億

32百万円減少したことによるものであります。

  純資産は前連結会計年度末と比較して５億84百万円減少し、37億92百万円となりました。主な変動要因

は、利益剰余金が４億62百万円減少したことによるものであります。　

　

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結

会計期間末と比較して32百万円減少し、３億18百万円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  税金等調整前四半期純利益12百万円、減価償却費１億５百万円、売上債権の増加39百万円、仕入債務の増

加20百万円、利息の支払５百万円などにより、営業活動の結果増加した資金は19百万円（前年同期は76百万

円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  有形固定資産の取得による支出５百万円、差入保証金の回収による収入21百万円などにより、投資活動の

結果増加した資金は13百万円（前年同期は６百万円の収入）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  短期借入金の純減71百万円、長期借入金の純増７百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は66百

万円（前年同期は３億48百万円の支出）となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動　　
該当事項はありません。

　

(6) 継続企業の前提に関する重要事象等
  当社は、前連結会計年度末(平成22年12月31日)および第２四半期連結累計期間末(平成23年６月30日)に

おいて、金融機関からの一部借入契約に規定された財務制限条項の一部である「借入人の中間決算又は年

度末決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益を２期連続して損失とならないようにするこ

と」という条項に抵触しておりますが、貸付人の金融機関より、期限の利益喪失の権利行使をしない旨、同

意を得ております。

  また当社は、東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年３月11日以降、売上高が昨年比で著しく減少して

おり、これにより当第３四半期連結累計期間において営業損失２億66百万円、経常損失２億85百万円及び四

半期純損失４億62百万円の計上となり、当社の資金繰りが悪化しております。これにより、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
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  当社といたしましては、売上高の著しい減少は震災およびその後の原発不安の影響による一時的なもの

であると認識しており、現在、売上高は回復基調にあります。しかしながら、今後運転資金のニーズが発生し

た場合には当社の代表取締役であります長谷川耕造からの資金借入を計画しており、また、不測の事態が発

生した場合には当社所有の固定資産売却等も選択肢の一つとして検討しております。

  従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,896,000

計 16,896,000

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
(平成23年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,052,60010,052,600
東京証券取引所
  市場第二部

(注)1

計 10,052,60010,052,600― ―

　(注)１　単元株式数は100株であります。

　　　２　「提出日現在発行数」には、平成23年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権（ストック・オプ

ション）の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。

第29回定時株主総会の決議(平成14年３月20日)

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 5,000株

新株予約権の行使時の払込金額(注)２(注)３ 1,586円

新株予約権の行使期間
自　平成16年４月１日
至　平成24年３月19日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

　発行価格　　　　　1,586円
　資本組入額　　　　　793円

新株予約権の行使の条件

付与対象者が死亡した場合、相続人が行使することができる。また
付与対象者が当社の取締役又は使用人の地位を喪失した場合にも
新株引受権を行使することができる。
ただし、いずれの場合も付与対象者との間で締結する「新株引受権
付与契約」に定める条件により制限されることがある。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入れその他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、退職により失権した株数及び無償譲渡による取得のうえ消却した株数を

減じた数であります。

２　平成14年２月18日付をもって普通株式１株を1.2株に分割したことにより、発行価額は1,586円に調整されてお

ります。

３　新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により発行価額を調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

　調整後発行価額＝調整発行価額×
１

株式分割・株式併合の比率

　　　また、時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

　 　 　 　 既発行
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
＝

調整前
×

株式数 時価

発行価額 発行価額 既発行株式数＋新規発行株式数
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②　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権（ストック・

オプション）は、次のとおりであります。

イ　第30回定時株主総会の決議(平成15年３月29日)、平成15年８月７日取締役会の決議

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数(注)１ 　100個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(注)２ 10,000株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ １株当たり602円

新株予約権の行使期間
自　平成16年１月１日
至　平成25年３月28日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

　発行価格　　　　　　602円
　資本組入額　　　　　301円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当
社グループの取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。た
だし、取締役会決議において認められた者についてはこの限りでは
ない。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結する
「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使の株数と退職により失権した株数及び無償譲渡による取得のう

え消却した株数を減じた数であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

　調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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ロ　第31回定時株主総会の決議(平成16年３月28日)、平成16年６月28日取締役会の決議

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数(注)１ 　150個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(注)２ 15,000株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ １株当たり742円

新株予約権の行使期間
自　平成17年１月１日
至　平成26年３月27日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

　 発行価格　　　　　 742円
 　資本組入額　　　　 371円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当
社グループの取締役、執行役若しくは従業員の地位にあることを要
する。ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの
限りではない。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結する
「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使の株数と退職により失権した株数及び無償譲渡による取得のう

え消却した株数を減じた数であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

　調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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ハ　第32回定時株主総会の決議(平成17年３月20日)、平成17年８月11日取締役会の決議

　

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数(注)１ 150個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(注)２ 15,000株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ １株当たり750円

新株予約権の行使期間
自　平成18年１月１日
至　平成27年３月19日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

　 発行価格　　　　　 750円
 　資本組入額　　　　 375円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当
社グループの取締役、若しくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの限りで
はない。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結する
「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、退職により失権した株数及び無償譲渡による取得のうえ消却した株数を

減じた数であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

　調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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ニ　第33回定時株主総会の決議(平成18年３月19日)、平成18年４月27日取締役会の決議

　

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数(注)１ 　150個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数 15,000株

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ １株当たり1,165円

新株予約権の行使期間
 自　平成19年１月１日
 至　平成28年３月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

 発行価額　　  1,165円
 資本組入額      583円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当
社グループの取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの限り
ではない。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結
する「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

─

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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③　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権（ストック・オプション）

は、次のとおりであります。

イ　第34回定時株主総会の決議(平成19年３月18日)、平成19年11月16日取締役会の決議

　

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数(注)１ 60個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(注)２ 6,000株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ １株当たり421円

新株予約権の行使期間
自　平成21年11月17日
至　平成29年３月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　421円
資本組入額　　211円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当
社グループの取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの限り
ではない。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結
する「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

　　ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整

の結果生じる１株未満の株数は、これを切り捨てる。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

２　新株予約権の目的となる株式の数は、退職により失権した株数及び無償譲渡による取得のうえ消却した株数を

減じた数であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転　（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併に

つき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生

日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につ

き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約

権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま

でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する

ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併

契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整し

て得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　　新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使

期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

　　(注)５の新株予約権の取得条項に準じて決定する。

５　以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新

株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若し

くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け

る定款の変更承認の議案
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ロ　第35回定時株主総会の決議(平成19年３月18日)、平成20年１月24日取締役会の決議

　

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数(注)１ ４個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(注)２ 400株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ １株当たり319円

新株予約権の行使期間
自　平成22年１月25日
至　平成29年３月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　319円
資本組入額　　160円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当
社グループの取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの限り
ではない。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結
する「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

　　ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整

の結果生じる１株未満の株数は、これを切り捨てる。

　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

２　新株予約権の目的となる株式の数は、退職により失権した株数を減じた数であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につ

き吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生

日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につ

き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約

権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま

でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する

ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併

契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整し

て得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　　新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使

期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

　　(注)５の新株予約権の取得条項に準じて決定する。

５　以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新

株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若し

くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け

る定款の変更承認の議案
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ハ　第35回定時株主総会の決議(平成20年３月30日)、平成20年10月23日取締役会の決議

　

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数(注)１ 550個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(注)２ 55,000株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ １株当たり198円

新株予約権の行使期間
自　平成22年11月１日
至　平成30年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　198円
資本組入額　　 99円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当
社グループの取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの限り
ではない。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結
する「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

　　ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整

の結果生じる１株未満の株数は、これを切り捨てる。

　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

２　新株予約権の目的となる株式の数は、退職により失権した株数を減じた数であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につ

き吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生

日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につ

き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約

権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま

でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する

ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併

契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整し

て得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　　新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行　使

期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす　る。

(8) 新株予約権の取得条項

　　(注)５の新株予約権の取得条項に準じて決定する。

５　以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新

株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若し

くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け

る定款の変更承認の議案
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ニ　第36回定時株主総会の決議(平成21年３月28日)、平成21年６月17日取締役会の決議

　
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数(注)１ 20個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(注)２ 2,000株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ １株当たり400円

新株予約権の行使期間
自　平成23年７月１日
至　平成31年６月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　400円
資本組入額　　200円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当
社グループの取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの限り
ではない。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結
する「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

　　ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整

の結果生じる１株未満の株数は、これを切り捨てる。

　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

２　新株予約権の目的となる株式の数は、退職により失権した株数及び無償譲渡による取得のうえ消却した株数を

減じた数であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につ

き吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生

日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につ

き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約

権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま

でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する

ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併

契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整し

て得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の数を乗じて得られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

　　新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行　使

期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす　る。

(8）新株予約権の取得条項

　　(注)５の新株予約権の取得条項に準じて決定する。

５　以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新

株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若し

くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け

る定款の変更承認の議案

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式

総数増減数（株）
発行済株式
総数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成23年９月30日 ― 10,052,600 ― 1,472,118 ― 2,127,118

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年６月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成23年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　7,900

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,022,800
100,228 同上

単元未満株式
普通株式

21,900
― 同上

発行済株式総数 10,052,600― ―

総株主の議決権 ― 100,228 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権６個)含まれております。

２　「単元未満株式」には当社所有の自己株式90株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成23年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 　 　 　 　 　
株式会社
グローバルダイニング

東京都港区南青山
７丁目１―５

7,900 ― 7,900 0.08

計 ― 7,900 ― 7,900 0.08
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成23年
　１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 165 160 158 124 128 125 120 119 121

最低(円) 145 146 98 109 113 115 112 104 106

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　　　該当事項はありません。

　

　(2) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

専務取締役 営業本部長 河村　　征治 平成23年５月31日

取締役
最高財務責任者
兼経営管理本部長

添田　裕一郎 平成23年７月31日

　

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
経営管理本部長

取締役
ウェディングセンターリーダー
兼営業サポートグループリーダー

山下　　優子 平成23年８月１日
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第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成22年１月１日から平成22年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成23年１月１日から平成23年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成22年７月１

日から平成22年９月30日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成23年７月１日から平成23年９月30日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成23年１月１日から平成23年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、清明監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 318,454 593,545

受取手形及び売掛金 324,694 416,559

原材料及び貯蔵品 179,208 221,821

前払費用 96,993 117,628

繰延税金資産 － 44,338

その他 11,504 20,158

流動資産合計 930,855 1,414,052

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,300,967 10,322,360

減価償却累計額 △6,476,067 △6,264,767

減損損失累計額 △1,518,140 △1,591,685

建物及び構築物（純額） 2,306,759 2,465,907

車両運搬具 9,086 9,457

減価償却累計額 △8,977 △9,317

車両運搬具（純額） 108 139

工具、器具及び備品 1,961,009 1,974,749

減価償却累計額 △1,715,396 △1,685,175

減損損失累計額 △83,288 △86,820

工具、器具及び備品（純額） 162,324 202,753

土地 2,792,257 2,847,819

リース資産 31,454 25,528

減価償却累計額 △11,232 △6,991

リース資産（純額） 20,222 18,537

建設仮勘定 － 7,728

有形固定資産合計 5,281,673 5,542,885

無形固定資産

ソフトウエア 23,146 37,306

電話加入権 10,575 10,575

その他 5,103 439

無形固定資産合計 38,825 48,320

投資その他の資産

投資有価証券 6,803 8,437

長期前払費用 26,234 34,303

差入保証金 1,623,116 1,667,454

投資その他の資産合計 1,656,155 1,710,196

固定資産合計 6,976,653 7,301,402

資産合計 7,907,509 8,715,454
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 413,896 534,586

短期借入金 ※1, ※2
 383,940

※1, ※2
 470,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 555,019

※2
 775,219

リース債務 6,398 5,361

未払金 125,826 154,467

未払費用 471,320 584,060

未払法人税等 20,792 24,246

未払消費税等 40,143 47,713

その他 105,919 133,669

流動負債合計 2,123,255 2,729,324

固定負債

社債 690,000 －

長期借入金 ※2
 1,015,670

※2
 1,548,092

リース債務 15,368 14,550

繰延税金負債 1,255 1,920

退職給付引当金 20,554 24,791

店舗閉鎖損失引当金 － 20,000

資産除去債務 248,660 －

固定負債合計 1,991,509 1,609,353

負債合計 4,114,764 4,338,678

純資産の部

株主資本

資本金 1,472,118 1,472,118

資本剰余金 2,127,118 2,127,118

利益剰余金 790,112 1,252,847

自己株式 △9,714 △9,710

株主資本合計 4,379,634 4,842,373

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,828 2,797

為替換算調整勘定 △592,906 △520,767

評価・換算差額等合計 △591,078 △517,969

新株予約権 4,188 52,372

純資産合計 3,792,745 4,376,776

負債純資産合計 7,907,509 8,715,454
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年９月30日)

売上高 10,243,466 8,571,150

売上原価 9,567,405 8,117,395

売上総利益 676,061 453,755

販売費及び一般管理費 ※
 819,883

※
 720,122

営業損失（△） △143,822 △266,367

営業外収益

受取利息 52 11

設備賃貸料 8,173 14,074

その他 21,475 23,739

営業外収益合計 29,701 37,825

営業外費用

支払利息 36,332 37,329

社債発行費 － 1,000

為替差損 43,344 10,773

その他 408 7,554

営業外費用合計 80,085 56,657

経常損失（△） △194,206 △285,198

特別利益

受取保険金 9,013 －

新株予約権戻入益 － 45,370

特別利益合計 9,013 45,370

特別損失

固定資産除却損 11,335 －

減損損失 11,519 656

事業整理損 179,325 －

たな卸資産評価損 10,479 －

店舗閉鎖損失 36,484 3,091

店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,896 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 135,014

災害による損失 － 25,368

特別損失合計 252,040 164,130

税金等調整前四半期純損失（△） △437,233 △403,958

法人税、住民税及び事業税 15,047 14,437

法人税等調整額 223,364 44,338

法人税等合計 238,411 58,776

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △462,734

四半期純損失（△） △675,645 △462,734
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
　至 平成23年９月30日)

売上高 3,345,293 3,030,269

売上原価 3,052,707 2,778,642

売上総利益 292,585 251,627

販売費及び一般管理費 ※
 263,178

※
 229,495

営業利益 29,407 22,131

営業外収益

受取利息 9 5

設備賃貸料 3,679 4,224

受取補償金 － 4,269

その他 4,500 3,734

営業外収益合計 8,190 12,234

営業外費用

支払利息 12,165 12,428

為替差損 6,386 8,951

その他 313 285

営業外費用合計 18,864 21,665

経常利益 18,733 12,699

特別損失

事業整理損 △4,354 －

店舗閉鎖損失 36,484 3,091

店舗閉鎖損失引当金繰入額 △36,484 △3,091

特別損失合計 △4,354 －

税金等調整前四半期純利益 23,087 12,699

法人税、住民税及び事業税 4,947 5,559

法人税等合計 4,947 5,559

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,140

四半期純利益 18,140 7,140
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △437,233 △403,958

減価償却費 392,866 318,021

固定資産除却損 11,661 3,337

減損損失 11,519 656

事業整理損 177,324 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 2,896 △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,233 △4,236

受取利息及び受取配当金 △167 △127

支払利息 36,332 37,329

社債発行費 － 1,000

為替差損益（△は益） 43,344 10,773

新株予約権戻入益 － △45,370

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 135,014

売上債権の増減額（△は増加） 86,596 90,065

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,427 41,697

仕入債務の増減額（△は減少） △130,422 △119,230

その他 △35,949 △147,943

小計 194,961 △102,970

利息及び配当金の受取額 167 127

利息の支払額 △38,121 △31,613

法人税等の支払額 △64,144 △8,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,862 △142,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △10,000 －

定期預金の払戻による収入 60,007 －

有形固定資産の取得による支出 △37,831 △17,723

事業譲渡による収入 131,621 －

差入保証金の回収による収入 44,860 42,970

その他 290 △4,831

投資活動によるキャッシュ・フロー 188,948 20,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 98,000 △86,060

長期借入れによる収入 208,166 550,000

長期借入金の返済による支出 △896,319 △1,300,994

社債の発行による収入 － 689,000

リース債務の返済による支出 △4,020 △4,366

自己株式の取得による支出 △17 △4

配当金の支払額 △144 △66

財務活動によるキャッシュ・フロー △594,335 △152,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,539 △231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315,063 △275,090

現金及び現金同等物の期首残高 592,424 593,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 277,361

※
 318,454
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)

１  会計処理基準に関する事項の変更 （資産除去債務に関する会計基準等の適用）

　 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号  平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平成20年

３月31日）を適用しております。

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失が32

百万円増加し、税金等調整前四半期純損失が１億67百万円増加しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は２

億57百万円であります。

　

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

   「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の適用に

より、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目で表示しております。

　
当第３四半期連結会計期間

(自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

１  前第３四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取補償金」は、当第３四半期連

結会計期間におきまして、営業外収益総額の100分の20を超えたため、区分掲記することにいたしました。なお、前第

３四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取補償金」は559千円であります。

２「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)

１  固定資産の減価償却費の算定方法 固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産に

ついては、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

 

２  法人税等並びに繰延税金資産及び

    繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以

降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生の状況に著しい変化がない

と認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結

会計年度以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等

の発生の状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該

著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年12月31日)

※１  当社グループにおいては、運転資金及び設備資金

の効率的、機動的な調達を行うため取引銀行１行と

当座貸越契約を締結しております。

      当四半期末における当座貸越契約に係る借入未実

行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 250,000千円
借入実行残高 250,000千円

差引額 ―

※１  当社グループにおいては、運転資金及び設備資金

の効率的、機動的な調達を行うため取引銀行２行と

当座貸越契約を締結しております。

      当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 350,000千円
借入実行残高 290,000千円

差引額 60,000千円

※２  当社の借入金のうち一部の借入枠設定契約につき

ましては、財務制限条項が付されており、下記の条項

に抵触した場合には、当該債務について期限の利益

を喪失する可能性があります。

(1) 借入人の中間決算末又は年度決算期末における

連結の貸借対照表における純資産の部（資本の部）

の金額が直前の中間決算末又は年度決算期末におけ

る連結の貸借対照表における純資産の部（資本の

部）の75％を、下回らないこと。

(2) 借入人の中間決算末又は年度決算期末における

連結の損益計算書に示される経常損益を２期連続し

て損失とならないようにすること。

※２  当社の借入金のうち一部の借入枠設定契約につき

ましては、財務制限条項が付されており、下記の条項

に抵触した場合には、当該債務について期限の利益

を喪失する可能性があります。

(1) 借入人の中間決算末又は年度決算期末における

連結の貸借対照表における純資産の部（資本の部）

の金額が直前の中間決算末又は年度決算期末におけ

る連結の貸借対照表における純資産の部（資本の

部）の75％を、下回らないこと。

(2) 借入人の中間決算末又は年度決算期末における

連結の損益計算書に示される経常損益を２期連続し

て損失とならないようにすること。
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日 
  至  平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成23年１月１日 
  至  平成23年９月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料及び手当 385,143千円

信販手数料 95,990千円

役員報酬 49,500千円

地代家賃 30,501千円

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料及び手当 342,157千円

信販手数料 85,414千円

役員報酬 46,025千円

地代家賃 24,174千円

　

　

第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
  至  平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間 
(自  平成23年７月１日 
  至  平成23年９月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料及び手当 125,006千円

信販手数料 31,349千円

役員報酬 15,825千円

地代家賃 9,546千円

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料及び手当 109,370千円

信販手数料 28,984千円

役員報酬 12,550千円

地代家賃 7,941千円

　

　

EDINET提出書類

株式会社グローバルダイニング(E03327)

四半期報告書

33/41



　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日 
  至  平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成23年１月１日 
  至  平成23年９月30日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 277,361千円

現金及び現金同等物 277,361千円

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 318,454千円

現金及び現金同等物 318,454千円

　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成23年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日

 至  平成23年９月30日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 10,052,600

　

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 7,990

　

　

３  新株予約権等に関する事項

      ストック・オプションとしての新株予約権　　　

会社名
当第３四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 4,188

連結子会社 ―

合計 4,188

　

　

４  配当に関する事項

該当事項はありません。

　

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)および前第３四半期連結累

計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年９月30日)

事業の種類別セグメント情報は、すべての事業がレストラン経営を主とする飲食事業であるため、記

載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)および前第３四半期連結累

計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年９月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)および前第３四半期連結累

計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年９月30日)

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)および当第３四半期連結会

計期間(自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日)

当社グループは、レストラン経営を主とする飲食事業という単一セグメントであるため、記載を省略

しております。

　
(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成23年９月30日)

長期借入金及び社債が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度

の末日に比べて著しい変動が認められます。

　
四半期連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

(1) 長期借入金 1,570,690 1,502,687 △68,003

(2) 社債 690,000 625,999 △64,000

　

(注１) 金融商品の時価の算定方法

(1) 長期借入金

長期借入金は一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを、返済期日までの

期間及び元利金の合計額と同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により

算定しております。

　

(2) 社債

社債は元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変

動が認められません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動

が認められません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、第１四半期連結会計期間の期首にお

ける残高と比較して著しい変動が認められません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年12月31日)

　 　

　 377.17円
　

　 　

　 430.52円
　

　

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間
　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △67.26円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額については、潜在株式は存在するもの
の、１株当たり四半期純損失であるため記載
しておりません。

　

　

１株当たり四半期純損失金額 △46.07円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額については、１株当たり四半期純損失
であり、希薄化効果を有している潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

　

　

　

(注) １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) △675,645 △462,734

普通株式に係る四半期純損失(千円) △675,645 △462,734

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,044 10,044

　
第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 1.81円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額については、希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

　

　

１株当たり四半期純利益金額 0.71円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額については、希薄化効果を有している潜在
株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

　

(注) １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 18,140 7,140

普通株式に係る四半期純利益(千円) 18,140 7,140

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,044 10,044
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月10日

株式会社グローバルダイニング

取締役会  御中

　

清明監査法人

　

代 表  社 員
業務執行社員

　 公認会計士    今　　村　　　　敬　    印

　
業務執行社員 　 公認会計士    櫻　　田　　　　淳　    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社グローバルダイニングの平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結

会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年１月１日か

ら平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社グローバルダイニング及び連結子会

社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結

累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

株式会社グローバルダイニング(E03327)

四半期報告書

40/41



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年11月10日

株式会社グローバルダイニング

取締役会  御中

　

清明監査法人

　

代 表  社 員
業務執行社員

　 公認会計士    今　　村　　　　敬　    印

　
業務執行社員 　 公認会計士    櫻　　田　　　　淳　    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社グローバルダイニングの平成23年１月１日から平成23年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結

会計期間(平成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年１月１日か

ら平成23年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社グローバルダイニング及び連結子会

社の平成23年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結

累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
　追記情報

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社及び連

結子会社は第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会

計基準の適用指針」を適用している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

株式会社グローバルダイニング(E03327)

四半期報告書

41/41


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	第３四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に関する事項
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

